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1 寺田地区未来創造委員会とは 

 
現在地区が抱える問題を解決するために仲谷区長様の発案と働きかけで本委員会を設
置する運びとなりました。 
本委員会は寺田地区の法規制と現在の地区環境を配慮し、行政の指導と協力を受け地
域の皆様と一緒に街づくりを通して地区の発展の可能性を探り未来を創造することを
目的に発足しました。 
地区の皆様におかれましては当委員会の目的をご理解頂き積極的なご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
 
 

2 寺田地区の抱える問題点と課題 
 地区の大半が法規制による市街化調整区域であること 
 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地区域」 
 農地法による農地転用が許可されない農地が多数存在する 
 農地所有者の高齢化が進むと同時に後継者が不足している 
 具体的な相談窓口がなく個別での土地の転用・売却がなされている 
 農地から雑種地への転用が認められるも資材置き場としての活用が大半である 

 
 
 
 

3 課題の解決への可能性の探求 
 地区計画の立案による土地活用 
 法令の範囲内での地区や立地に合わせた企業リーシング 
 農地を活用した 1次産業の活性 
 担い手の発掘と 6次産業の組成 
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4 寺田地区未来創造委員会組織図 
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5 寺田地区未来創造委員会主要事業者 
 
委員長 仲谷 瑞彦  寺田区長 
 
株式会社リベルタ 代表取締役 三戸徳紀 

• 不動産の売買 
• 不動産賃貸管理 
• 不動産賃貸斡旋 
• 損害保険代理業 
• 建築工事業（設計、施工請負ならびに管理） 
• 資産の評価 
• 土地の有効活用 
• 相続対策と相続処理 
• 不良債権・担保不動産処理 
• 不動産競売手続き代行 
• 借地・借家の権利関係の調査・整理 
• リゾ－トホテルの売買 

Cdots 代表 山﨑隆寛 
• 不動産コンサルタント 

不動産に関する相談に対して解決策を提案するだけでなく、解決のための企画を作成し、物
件の調査、交渉、執行まで請け負うのが事業執行型です。 不動産コンサルタントは、顧客
の所有不動産に関して、土地の場所、周辺環境といった特徴から、市場動向、税制、法律な
どを幅広く調査・分析したうえで、より収益力が高い活用方法を提案します。 

• 6 次産業の組成 
6 次産業化とは、1 次・2 次・3 次それぞれの産業を融合することにより、新しい産業を形
成しようとする取り組みのことです。簡単に言えば、生産者（1 次産業者）が加工（2次産
業）と流通・販売（3次産業）も行い、経営の多角化を図ることと言えます。しかし、なぜ
「6」次産業なの？と思う人も多いのではないでしょうか。6次産業の「6」は、1次・2 次・
3 次のそれぞれの数字を掛け算したものであり、産業の融合を図り、新たな価値を生み出す
ことを意味しています。 
 
▮相談窓口担当 
Cdots 山﨑    090-7364-1010 
          info@cdots.jp 
 

mailto:info@cdots.jp




「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」（令和 3年 3月改定）について                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 立地適正化計画の反映（平成 26 年制度創設） 

○ 人口減少と高齢化が進展する中、生活利便施設や住居等がまとまって立地し、公共交通によりアク

セスできる『コンパクト＋ネットワーク』の都市づくりを進めていく方針が示された。 

 

■ 都市計画化区域マスタープランの改定（北部大阪、東部大阪、南部大阪：令和 3年 10 月 31 日） 

○ 各都市計画区域において人口減少が進展する中、市街化調整区域においては、引き続き住宅開発を

抑制することや、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、「都市防災の方針」として、特に、

土砂災害・洪水・浸水対策等の取り組みについて重点的に位置づけられた。 

■ 頻発・激甚化する自然災害に対応した『安全なまちづくり』 

イエローゾーンを含め、災害の恐れのある区域を、原則、地区計画を定めない区域とした上で、災害防

止のための具体的措置を講じたもののみ例外とする。 

 ＜改定内容＞ 

  「対象外区域」として「災害危険区域」「土砂災害警戒区域」を追加するとともに、水災害への対応と

して「溢水や湛水等の発生のおそれのある区域」を「溢水、湛水、津波、高潮等による災害の恐れの

ある区域」に改める。 

 

■ 人口減少の進展を踏まえた『コンパクトなまちづくり』 

市街化区域の拡散や滲みだしを抑制するため、地区計画対象区域の基準の一部について運用を厳格化 

＜改定内容＞ 

「対象区域の類型・基準」①～⑥のうち、「④市街化区域隣接地域」について改定 

対象地域として「既に無秩序な市街化が進んでいるまたは進む恐れがある地区」から「既に無秩序な市

街化が進んでいる地区」に限定するとともに、「街区全体を良好な環境に誘導するもの」を対象とする。 

  

 

 

■ 施行期日  

ガイドラインの位置付け 

立地イメージ 

ガイドライン改定の主な内容 

■ 本ガイドラインは、都市計画区域マスタープランの「市街化調整区域の土地利用の方針」を踏まえ、

地区計画の規模や対象区域等について大阪府の基本的な考え方を示すものである。 

■ 地区計画は市町村が定める都市計画であることから、本ガイドラインを参考に、市町村が地域の実情

を踏まえた運用基準を策定し、市町村都市計画マスタープランに位置付けられることが望ましい。 

概 要 版 
ガイドライン改定の背景（前回改定：H24.3） 

平成 

概ね 500ｍ 

⑥大規模集客施設 

周辺を概ね市街化区域に囲まれ、かつ

幹線道路（4車線以上）の沿道 

④市街化区域隣接地域 

地区全域が市街化区域から概

ね 100ｍ以内で、既に無秩序な

市街化が進んでいる街区全体 

⑤鉄道駅等周辺地域 

地区全域が鉄道駅又は役場等

から概ね 500ｍ以内 

 

②既成住宅開発地域 

既成の住宅開発地における住

環境の保全等 

 

①既存集落地域 

既存集落の住環境の保全等 

 

③幹線道路沿道地域 

2 車線以上の都市計画道路等の

沿道で非住宅系用途に限定 

 

※上記のほか、市町村都市計画マスタープラン等に内容、位置、規模等が概ね具体的に

定められているものは対象とすることができる。 


